
                         
  特に記入漏れや誤りの多い箇所について、以下のとおり記載しております。

 被災職員への指導について

 指定医療機関（補償のしおり参照）を受診した場合
以下の書類を指定医療機関に提出してください。

療養の給付請求書（様式第５号）
請求年月日は記入しているか。
請求者の住所、氏名の記入はあるか。
被災職員に関する事項は記入しているか。
療養先の指定医療機関等は記入しているか。

診療費請求書（支部様式第８号）

 指定医療機関以外を受診した場合
◆本人が治療費等を支払っていない場合（受領委任）

請求年月日は記入しているか。
請求者の住所、氏名の記入はあるか。

「２被災職員に関する事項」の記載はあるか。

※指定医療機関から直接基金に提出されますので、被災職員は請求手続きをする必要はあ
りません。

療養補償請求書（様式第６号１号紙） ※診療月毎に１枚作成

認定時に既に治ゆ（症状固定）している場合は、速やかに治ゆ報告書を提出させ
ること。

※以下の書類を医療機関等に記載を依頼し、所属を通じて、基金京都府支部に提出してく
ださい。

療養補償請求書の書類不備などは、病院への支払いが遅くなり迷惑がかかる場合があ
ります。不備が多い請求内容について、チェックシートを作成しましたので、もれの
ない書類作成に役立ててください。

認定通知受理後、既に治ゆし、通院が終わっている場合や、転医している場合で
も、速やかに、公務災害で受診した医療機関や薬局などに療養補償請求書を持っ
て行くこと。

医療機関などから療養補償請求書を受け取った際は、その都度、速やかに所属を
通じて基金へ提出すること。（何ヶ月分も手元に持っておかない）

原則、共済組合員証の使用はできません。やむを得ない理由で共済組合員証を使
用した場合は、認定通知書受理時及び治ゆ報告書提出時に必ず共済組合にその旨
連絡すること。また、基金と共済組合との間で事務調整をするので、本人負担分
の領収書を療養補償請求書に添付し基金へ請求すること。（共済組合証を使用し
た場合は本人支払までに時間を要します）

「１補償費用の受領委任」の上段に医療機関名、請求者名の記入
はあるか。

が
記
入

被
災
職
員
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３〜８の事項に金額等の記載はあるか。
送金希望の場合、振込先の口座情報は記入してあるか。

その他請求書の内容に応じて必要な添付書類
診療費請求明細（様式第６号２号紙）の記載はあるか。
調剤費請求明細（様式第６号３号紙）の記載はあるか。

被災職員は必要事項が記載されているか確認し、所属担当者に提出すること。

◆本人が治療費等を支払っている場合（本人請求）

療養補償請求書（様式第６号１号紙） ※診療月毎に１枚作成
請求年月日は記入しているか。
請求者の住所、氏名の記入はあるか。

「２被災職員に関する事項」の記載はあるか。
３〜８の事項に金額等の記載はあるか。
送金希望の場合、振込先の口座情報の記載はあるか。

その他請求書の内容に応じて必要な添付書類 （全額支払った場合）

その他必要な書類が添付されているか。（補償のしおりを参照）
例： 装具装着意見書・装具装着証明書（支部様式第10号）

 治ゆ報告書について ※必ず提出してください

認定傷病名は、認定通知書の傷病名と一致しているか。
症状固定の場合は、残存傷害の有・無に○印が記入されているか。

が
記
入

医
療
機
関
等

「１補償費用の受領委任」の下段に医療機関名等の記入はある
か。

※以下の書類に必要事項を記載し、領収書原本を添付の上、所属を通じて、基金京都府支
部に提出してください。

※通院が終了した場合や症状固定した場合は、速やかに「治ゆ報告書（支部様式第19
号）」を提出してください。

被
災
職
員
が
記
入

その他必要な書類が添付されているか。（補償のしおりを参照）

３診療費を請求する場合、診療費請求明細（様式第６号２号紙）の記載
を医療機関に依頼（又は「診療報酬明細書」の添付）

４調剤費を請求する場合、調剤費請求明細（様式第６号３号紙）の記載
を薬局に依頼

３診療費を請求する場合、２号紙の最下部の医療機関照明欄に記入があ
るか。

「１補償費用の受領委任」の記載は不要

2 / 2 ページ


